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第１章  総則  

（趣旨）  

第１条  この規則は、神戸市企業立地等の促進のための支援措置に関する条例

（令和２年３月条例第 46号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項

を定めるものとする。  

（条例第２条第１号に規定する指定の要件）  

第２条  条例第２条第１号アに規定する指定は、広範囲をサービスの対象とする

広域型都市機能を維持させ、充実させ、及び強化させる地域であることを要件

とする。  

２  条例第２条第１号イに規定する指定は、都心の商業地域において、多様な都

市機能の集積をすべき地域であることを要件とする。  

３  条例第２条第１号ウに規定する指定は、次に掲げる要件のすべてを満たす地

域であることを要件とする。  

(１ ) 高速自動車国道、空港その他の高速輸送に係る多様な施設の利用が容易

であり、又は容易となることが確実であると見込まれること。  

(２ ) 都市機能が集積する地域又はその周辺の地域であり、既存の都市機能と

有機的な連携が図られること。  



(３ ) 情報及び通信に係る基盤施設が現在整備されており、又は早期に整備さ

れることが確実であると認められること。  

(４ ) 特定事業の集積のための一団の大規模な土地の確保が容易であること。  

４  条例第２条第１号エの規定による指定は、次に掲げる要件のすべてを満たす

地域であることを要件とする。  

(１ ) 外国企業等による投資が行われ、又は行われると見込まれること。  

(２ ) 国際経済事業に必要な都市機能が集積し、又は集積することが確実と見

込まれること。  

(３ ) 国際経済事業の集積のための一団の土地の確保が容易であること。  

第２章  神戸オフィスビル建設促進ゾーン  

 

第３条  削除  

 

（条例第 10条の規定による申告書等）  

第４条  条例第 10条の規定による申告書は、次の各号に掲げる事項を記載したも

のとする。ただし、第３号及び第４号に掲げる事項については、対象となる資

産がある場合に限り、記載するものとする。  

(１ ) 申告者の住所及び氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）  

(２ ) 受けようとする不均一課税の内容、不均一課税の対象となる資産の種

類、オフィスビル認定番号（認定オフィスビル事業計画ごとに割り付けられ

る番号をいう。）及び認定オフィスビル事業計画に係るオフィスビルの完成

年月日  

(３ ) 不均一課税の対象となる家屋の所在地、家屋番号、延べ床面積及び延べ

床面積のうち不均一課税の適用の対象となる部分の面積（以下「適用対象部

分面積」という。）  

(４ ) 不均一課税の対象となる土地の所在地、面積及び面積のうち適用対象部

分面積  

(５ ) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項  

２  前項の申告書には、市長が必要があると認める書類を添付しなければならな



い。  

第３章  神戸エンタープライズゾーン及び神戸国際経済ゾーン  

（条例第 15条第１項に規定する規則で定めるもの）  

第５条  条例第 15条第１項に規定する認定事業に係る施設のうち規則で定めるも

のは、認定事業計画に係る認定事業の用に直接供される施設とする。  

２  条例第 15条第１項に規定する家屋若しくは償却資産のうち規則で定めるもの

は、前項に規定する施設に係る部分とする。  

（条例第 16条第１項に規定する規則で定めるもの）  

第６条  条例第 16条第１項に規定する認定事業に係る施設のうち規則で定めるも

のは、認定事業計画に係る認定事業の用に直接供される施設とする。  

２  条例第 16条第１項に規定する家屋又は償却資産のうち規則で定めるものは、

前項に規定する施設に係る部分とする。  

３  条例第 16条第１項第１号に規定する規則で定める要件は、次の各号のいずれ

にも該当するものとする。  

(１ ) 条例第 16条第１項第１号に規定する当該認定事業者が既に実施している

別の認定事業計画又は同項第２号に規定する当該認定事業者が認定を受けた

ことのある別の認定事業計画に係る認定事業を５年以上継続して実施してい

ること。  

(２ ) 当該認定事業者が、先端的な技術を用い、科学技術の振興及び産業競争

力の強化に著しく資する事業計画を実施していると認められること。  

(３ ) 前項に規定する償却資産であって、その取得に係る経費が 100億円以上

であること。  

（条例第 18条に規定する規則で定めるもの）  

第７条  条例第 18条第１項に規定する認定事業に係る施設のうち規則で定めるも

のは、認定事業計画に係る認定事業の用に直接供される施設とする。  

２  条例第 18条第２項に規定する認定事業に係る施設のうち規則で定めるもの

は、認定事業計画に係る認定事業の用に直接供される施設とする。  

（条例第 18条第１項及び第２項の規定に基づく算定における端数の処理）  

第８条  次に掲げる額に 100円未満の端数があるときは、これを 100円に切り上げ



るものとする。  

(１ ) 条例第 18条第１項の規定により資産割額から控除される金額  

(２ ) 条例第 18条第２項の規定により資産割額から控除される金額  

（条例第 19条の規定による申告書等）  

第９条  条例第 19条の規定による申告書は、次の各号に掲げる区分に応じ、それ

ぞれ当該各号に定める事項を記載したものとする。ただし、第１号ウからオま

でに掲げる事項については、対象となる資産がある場合に限り、記載するもの

とする。  

(１ )  条例第 15条第１項又は第 16条第１項の規定の適用を受けようとする者  

ア  申告者の住所及び氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）  

イ  受けようとする不均一課税の内容、不均一課税の対象となる資産の種類、

認定番号（認定事業計画ごとに割り付けられる番号をいう。以下この条にお

いて同じ。）及び認定事業の開始年月日  

ウ  不均一課税の対象となる家屋の所在地、家屋番号、延べ床面積及び延べ床

面積のうち適用対象部分面積  

エ  不均一課税の対象となる償却資産の所在地、数量及び取得価額  

オ  不均一課税の対象となる土地の所在地、面積及び面積のうち適用対象部分

面積  

カ  前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項  

(２ )  条例第 18条第１項又は第２項の規定の適用を受けようとする者  

ア  申告者の住所及び氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）  

イ  受けようとする不均一課税の内容、認定番号及び認定事業の開始年月日  

ウ  不均一課税の適用を受けようとする事業所等の所在地、床面積（地方税法

（昭和 25年法律第 226号）第 701条の 31第１項第４号に規定する事業所床面積

をいう。以下「事業所床面積」という。）並びに事業所床面積のうち専用床

面積及び共用床面積  

エ  不均一課税の適用を受けようとする事業所用家屋の所有者の住所及び氏名

（法人にあっては、名称）並びに事業所等を使用した期間及び月数  

オ  不均一課税の適用を受けようとする事業所等の課税標準となる事業所床面



積、課税標準となる事業所床面積のうち適用対象部分面積及び条例第 18条第

１項又は第２項の規定により資産割額から控除される金額  

カ  前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項  

２  前項の申告書には、市長が必要があると認める書類を添付しなければならな

い。  

（条例第 21条第１項に規定する規則で定めるもの）  

第 10条  条例第 21条第１項に規定する国際経済事業に係る施設のうち規則で定め

るものは、認定国際経済事業計画に係る国際経済事業の用に直接供される施設

とする。  

２  条例第 21条第１項に規定する家屋又は償却資産のうち規則で定めるものは、

前項に規定する施設に係る部分とする。  

（条例第 22条第１項に規定する規則で定めるもの）  

第 11条  条例第 22条第１項に規定する国際経済事業に係る施設のうち規則で定め

るものは、認定国際経済事業計画に係る国際経済事業の用に直接供される施設

とする。  

２  条例第 22条第１項に規定する家屋又は償却資産のうち規則で定めるものは、

前項に規定する施設に係る部分とする。  

３  条例第 22条第１項第１号に規定する規則で定める要件は、次の各号のいずれ

にも該当するものとする。  

(１ ) 条例第 22条第１項第１号に規定する当該認定国際経済事業者が既に実施

している別の認定国際経済事業計画又は同項第２号に規定する当該認定国際

経済事業者が認定を受けたことのある別の認定国際経済事業計画に係る国際

経済事業を５年以上継続して実施していること。  

(２ ) 当該認定国際経済事業者が、先端的な技術を用い、科学技術の振興及び

産業競争力の強化に著しく資する国際経済事業計画を実施していると認めら

れること。  

(３ ) 前項に規定する償却資産であって、その取得に係る経費が 100億円以上

であること。  

（条例第 23条の規定による申告書等）  



第 12条  条例第 23条の規定による申告書は、次の各号に掲げる事項を記載したも

のとする。ただし、第３号及び第４号に掲げる事項ついては、対象となる資産

がある場合に限り、記載するものとする。  

(１ ) 申告者の住所及び氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）  

(２ ) 受けようとする不均一課税の内容、不均一課税の対象となる資産の種

類、国際経済事業認定番号（認定国際経済事業計画ごとに割り付けられる番

号をいう。）及び国際経済事業の開始年月日  

(３ ) 不均一課税の対象となる家屋の所在地、家屋番号、延べ床面積及び延べ

床面積のうち適用対象部分面積  

(４ ) 不均一課税の対象となる償却資産の所在地、数量及び取得価額  

(５ ) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項  

２  前項の申告書には、市長が必要があると認める書類を添付しなければならな

い。  

第４章  雑則  

（立入検査証）  

第 13条  条例第 35条第３項に規定する身分を示す証明書は、様式によるものとす

る。  

（施行細目の委任）  

第 14条  この規則の施行に関し必要な事項は、主管局長が定める。  

附  則  

（施行期日）  

１  この規則は、令和２年４月１日から施行する。  

（この規則の失効）  

２  この規則は、令和 11年３月 31日限り、その効力を失う。  

（失効に伴う経過措置）  

３  前項の規定にかかわらず、条例附則第３項に規定する固定資産税及び都市計

画税並びに事業所税については、この規則は、前項の規定による失効の時以後

も、なおその効力を有する。  

４  第２項の規定にかかわらず、条例附則第 14項の規定によりなお効力を有する



ものとされる条例第７条第４項及び条例第 35条第１項の規定による立入検査に

ついては、第 13条及び様式の規定は、第２項の規定による失効の時以後も、な

おその効力を有する。  

附  則（令和５年３月 31日規則第 76号）抄  

（施行期日）  

１  この規則は、令和５年４月１日から施行する。ただし、第１条中神戸市企業

立地等の促進のための支援措置に関する条例施行規則附則第２項の改正規定

は、公布の日から施行する。  

附  則（令和８年３月 31日規則第 57号）  

（施行期日）  

１  この規則は、令和８年４月１日から施行する。ただし、第１条中神戸市企業

立地等の促進のための支援措置に関する条例施行規則附則第２項の改正規定

は、公布の日から施行する。  

 （経過措置）  

２  この規則の施行の際現にこの規則による改正前の神戸市企業立地等の促進の

ための支援措置に関する条例施行規則及び旧神戸エンタープライズゾーン及び

神戸国際経済ゾーンにおける支援措置に関する条例施行規則（以下「改正前規

則」という。）に定める様式に従い提出されている申告書は、この規則による

改正後の神戸市企業立地等の促進のための支援措置に関する条例施行規則及び

旧神戸エンタープライズゾーン及び神戸国際経済ゾーンにおける支援措置に関

する条例施行規則（以下「改正後規則」という。）に定める様式に従い提出さ

れている申告書とみなす。  

３  この規則の施行の際現に存する改正前規則の様式による申告書は、改正後規

則による申告書とみなして、当分の間、なお使用することができる。  

 



様式（第 13条関係）  


